
      カワサキスイミングクラブ 規約  
 
第１条 ［名称］  
 本クラブはカワサキスイミングクラブという。  
第２条 ［位置］  
 川崎市高津区宇奈根６０７番地に置く。  
第３条 ［目的］  
 本クラブの目的は本クラブの会員がクラブ内の諸施設を利用することにより会

 員各自の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を図ることを目的とし、

 ひいては地域社会でのスポーツの普及・高揚に貢献することを目的とする。  
第４条 ［運営］  
 本クラブは（株）カワサキスポーツサービスがその運営・管理を行う。  
第５条 ［入会資格］  
 （１）本クラブに入会できる者は各コース別に定められた資格に該当し、本ク

    ラブの主旨に賛同したものとする。  
 （２）下記の各号に該当する者は本クラブに入会することができない。  
     ①心臓に疾患がある者、伝染病患者、脚気、てんかん等卒倒性体質、リ

     ウマチ、脳貧症等、医師により運動を禁じられている者。     

    ②本クラブが会員として不適格と判断した者。           

    ③入れ墨（刺青）者                        

 第６条 ［運動制限］                         

  下記の方は、水泳講習及びトレーニングをすることを禁止します。    

      ①飲酒 ②睡眠不足 ③発熱 ④自然陽転一年以内 ⑤空腹時・満腹

時  
第７条  ［施設利用日時］  
 （１）本クラブは年間を通して在籍できる。  
 （２）会員は、各コース別に定められた、コース内容によりトレーニング及び

    指導を受けることができる。  
第８条  ［休講日］  
 本クラブの休講日は定期休館日とする。但し会場整備その他やむを得ない理由

 が発生した場合に限り指導日、公開日を中止（又は変更）する事がある。この

 場合は前もって会員に通告すると同時にクラブ内に掲示する。  
第９条  ［指導内容］  
 各コースに応じた指導要網及び細則に基ずく個別的具体的指導方法は、指導担

 当運営委員会で決定する。  
第１０条  ［入会手続き］  
 入会希望者は別に定める入会申込書に必要事項を記入し、自ら真実を記載した

 健康調査書、入会金、月会費と共に提出する。尚、健康調査書に偽りを記載し

 たことが判明した場合、即時除名とし、入会金、月会費、チケット等の返金は

 しない。  
第１１条  ［休会・退会］  
 （１）休会（１ヶ月間続けて休む場合）しようとする者は休会する月の営業開

    始から７日までに休会届に必要事項を記入の上、休会月謝を添えて提出

    しなければならない。  
 （２）退会しようとする者は、退会届に必要事項を記入の上会員証を添え、そ

    の者の最終練習月の末までに提出しなければならない。  



 （３）休会・退会とも無届けの場合はこれを認めない。  
第１２条  ［会費等］  
 （１）会費は別に定めるところに従い、入会の際に入会金、コース別月会費の

    ２ヶ月分を納入しなければならない。  
 （２）月会費の納入は銀行もしくは郵便自動振替とする。  
第１３条  ［会費等の不返還］  
 一旦納入した入会金及び月会費、チケット等は、理由の如何を問わず返還しな

 い。  
第１４条  ［会費等の滞納］  
 会員の事前の承認手続きをとる場合の他、正当な理由がなく会費等の納入を３

 ヶ月滞納した場合は施設利用及び練習指導を停止され同時に会員としての資格

 を失う。  
第１５条  ［会員のモラル］  
 会員は以下のことを厳守しなければならない。  
 （１）チームワークを守り、クラブ員全員が明朗、快活なスポーツマンとなる

    様、楽しい雰囲気の中にも真面目な行動をとること。  
 （２）本クラブの秩序を守り、クラブの目的にそう様努力すること。  
 （３）会場内では指導員の指示に絶対服従しルールを守ること。  
第１６条  ［除名］  
 本規約に違反する等本会員としてふさわしくないと認められる者に対して除名

 することがある。  
第１７条  ［会場内の管理］  
 会員は会場内において場内管理規定に従うこと。会員が前項の管理規定に従わ

 ないためにおきた練習中の事故、盗難については本クラブは損害賠償責任を一

 切負わないものとする。ただし、本クラブの場内管理に過失があったと認めら

 れた場合に限り本クラブが加入する保険会社の賠償責任保険普通保険約款の定

 めによりその責に任ずる。  
第１８条 ［自己障害等の責任］  
 （１）練習中に会員及び会員相互又はそのどちらかが一方の不注意により生じ

    た障害等については、本クラブはその責任を一切負わないものとする。  
  （２）会員が施設内の器物等を紛失、破壊した場合は会員の負担で弁償する。  
 （３）会員が指導員の指示に厳密に従い定められた練習時間中に身体上の障害

    を受けたときには本クラブが加入する保険会社の賠償責任保険普通保険

    約款の定めにより損害賠償の責に任ずる。  
第１９条 ［条約の改正］  
 本規約は運営委員会の承認を経て改正することができる。  
第２０条 ［発行］  
 本規約は、平成元年８月１日より発行する。  
 


